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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
号
（
都
民
の
健

康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条

に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に

関
す
る
要
綱
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境
課
）…
�

○
平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
号
（
平
成
二
十

二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全

を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条
に
規
定
す

る
知
事
が
別
に
定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要

綱
）
の
一
部
改
正
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
一
号
（
都
民
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
自
動

車
に
換
算
す
る
方
法
を
定
め
る
要
綱
）
の
一
部
改
正
…（
同
）…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第

三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関

す
る
要
綱
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
七
号

平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
号
（
都
民
の
健
康
と
安

全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
知
事

が
別
に
定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要
綱
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
第
３５条

第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
低
公
害
・
低
燃

費
車
及
び
同
条
第
２
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定

め
る
乗
用
車
に
関
す
る
要
綱

第
一
条
中
「第

３５条

」
を
「第

３５条
第
１
号

」
に
、
「知

事
が
別

に
定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
（
以
下
「
特
定
低
公
害
・
低
燃
費

車
」
と
い
う
。
）

」
を
「特

定
低
公
害
・
低
燃
費
車
及
び
同
条
第
２

号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車

」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑷
乗
用
車

条
例
第
３５条

第
２
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る

乗
用
車

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
一
号

か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
と
し
、

同
項
第
十
号
中
「電

池

」
を
「蓄

電
装
置

」
に
改
め
、
同
号
を
同
項

第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

⑿
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

内
燃
機
関
及
び
駆
動
用
の
電
動
機

又
は
油
圧
モ
ー
タ
ー
を
有
す
る
普
通
自
動
車
等

第
二
条
第
一
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と

し
、
同
項
第
七
号
中
「乗

用
車

」
の
次
に
「及

び
軽
乗
用
車

」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「乗

用
車

」
の
次

に
「及

び
軽
乗
用
車

」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項

第
五
号
中
「普

通
自
動
車
等

」
の
次
に
「（

普
通
自
動
車
、
小
型
自

動
車
及
び
軽
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

」
を
、
「乗

用
車

」

の
次
に
「及

び
軽
乗
用
車

」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、

同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

⑸
軽
乗
用
車

軽
自
動
車
で
あ
っ
て
、
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す

る
も
の
（
こ
れ
を
改
造
し
た
特
種
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
含

む
。
）

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
章

特
定
低
公
害
・
低
燃
費
車
及
び
知
事
が
別
に
定
め

る
乗
用
車
の
該
当
要
件

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
の
該
当
要
件
）

第
３
条
の
２

条
例
第
３５条

第
２
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め

る
乗
用
車
は
、
特
定
低
公
害
・
低
燃
費
車
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
要

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
乗
用
車
と
す
る
。

⑴
前
条
第
１
号
又
は
第
２
号
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

⑵
前
条
第
３
号
の
要
件
に
該
当
す
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
で

あ
る
こ
と
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「特

定
低
公
害
・
低
燃
費
車

」
の
次
に
「及

び
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車

」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「前

条

」
を
「第

３
条

」
に
改
め
、
「該

当
要
件

」
の
次
に
「又

は
前
条

に
掲
げ
る
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
の
該
当
要
件

」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
中
「乗

用
車

」
の
次
に
「、

軽
乗
用
車

」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
中
「乗

用
車

」
の
次
に
「及

び
軽
乗
用
車

」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
一
か
ら
様
式
四
ま
で
の
規
定
中
「都

民
の
健
康
と
安
全

を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
３５条

に
規
定
す
る
知
事
が
別
に

定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要
綱

」
を
「都

民
の
健
康
と
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安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
３５条

第
１
号
に
規
定
す
る

特
定
低
公
害
・
低
燃
費
車
及
び
同
条
第
２
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別

に
定
め
る
乗
用
車
に
関
す
る
要
綱

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
八
号

平
成
二
十
八
年
東
京
都
告
示
第
五
百
二
十
号
（
平
成
二
十
二
年
東

京
都
告
示
第
千
六
百
十
号
（
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境

に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
低
公

害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要
綱
）
の
一
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
改
正
規
定
中
「平

成
３２年

度
燃
費
基

準
２０％

向
上
以
上
達
成
車

」
を
「令

和
２
年
度
燃
費
基
準
２０％

向
上

以
上
達
成
車

」
に
、
「平

成
三
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達

成
レ
ベ
ル

」
を
「令

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ

ル

」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
改
正
規
定
中
「。

以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

」
を
削
る
。

別
表
第
一
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「平

成
３２年

度
燃

費
基
準
２０％

向
上
以
上
達
成
車

」
を
「令

和
２
年
度
燃
費
基
準
２０％

向
上
以
上
達
成
車

」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「平
成
３２年

度
燃
費
基
準
２０％

向
上
以
上
達
成

車

」
を
「令

和
２
年
度
燃
費
基
準
２０％

向
上
以
上
達
成
車

」
に
、

「平
成
三
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル

」
を
「令

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
三
十
九
号

平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
一
号
（
都
民
の
健
康
と

安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
十
七
条
第
三
項

に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
自
動
車
に
換
算
す
る
方
法
を
定
め

る
要
綱
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
第
１７条

第
３
項
に
規
定
す
る
知
事
が
別

に
定
め
る
自
動
車
及
び
同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
知

事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
に
換
算
す
る
方
法
を
定
め

る
要
綱

第
一
条
中
「第

３５条

」
を
「第

３５条
第
１
号

」
に
、
「知

事
が
別

に
定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
（
以
下
「
特
定
低
公
害
・
低
燃
費

車
」
と
い
う
。
）

」
を
「特

定
低
公
害
・
低
燃
費
車

」
に
改
め
、

「平
成
１３年

東
京
都
規
則
第
３４号

」
の
次
に
「。

以
下
「
規
則
」
と

い
う
。

」
を
、
「と

い
う
。
）
に

」
の
次
に
「、

条
例
第
３５条

第
２

号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
を
、
規
則
第
１７条

第
５

項
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
を
発
生
し
な
い
か
、
又
は
排
出
ガ
ス
の
発

生
量
が
特
に
少
な
く
、
か
つ
、
燃
費
性
能
が
特
に
高
い
も
の
と
し
て

知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
（
以
下
「
換
算
後
の
乗
用
車
」
と
い

う
。
）
に

」
を
加
え
る
。

第
二
条
中
「都

民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
第
３５条

に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に

関
す
る
要
綱

」
を
「都

民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す

る
条
例
第
３５条

第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
低
公
害
・
低
燃
費
車
及
び

同
条
第
２
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
に
関
す
る
要

綱

」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
換
算
後
の
乗
用
車
へ
の
換
算
方
法
）

第
４
条

換
算
後
の
乗
用
車
へ
の
換
算
方
法
は
、
条
例
第
３５条

に
規

定
す
る
者
が
事
業
の
用
に
供
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
の

台
数
に
、
自
動
車
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
換
算
率
を
乗
じ
て

得
た
台
数
を
合
計
す
る
方
法
と
す
る
。

２
前
項
の
自
動
車
の
種
類
ご
と
の
換
算
率
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

自
動
車
の
種
類

換
算
率

１
電
気
自
動
車
、
燃
料
電
池
自
動
車
及
び
プ

ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

２

２
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

１

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
南
町
四
丁
目
千
五
十

番
一
の
一
部
（
第
一
工
区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
八
番

十
三
号
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テ
ィ
ー
ア
ラ
ウ
ン
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

博
範

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
金
井
市
中
町
二
丁
目
七
番
一
、

同
番
二
、
同
番
十
一
及
び
同
番
十

六

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一

号
新
宿
住
友
ビ
ル
三
十
一
階

ア
グ
レ
都
市
デ
ザ
イ
ン
株
式
会

社
代
表
取
締
役

大
林

竜
一

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃

費
車
に
関
す
る
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要
綱
（
平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
二
十
環
車
計
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

令
和
四
年
三
月
二
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
第
一
号
中
「を

い
う

」
を
「を

い
い
、
こ
れ
を
改
造
し
た
特

種
の
用
途
に
供
す
る
も
の
を
含
む

」
に
改
め
、
同
第
七
号
中
「電

池

」
を
「蓄

電
装
置

」
に
改
め
、
同
第
十
五
号
中
「平

成
２２年

度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

」
を
「平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率

」
に
改
め
、
同
第
十
七
号
中
「平

成
３２年

度
燃
費
基
準

以
上
達
成
車

」
を
「令

和
２
年
度
燃
費
基
準
以
上
達
成
車

」
に
、

「平
成
三
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル

」
を
「令

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル

」
に
改
め
る
。

第
三
第
三
項
の
表
中
「平

成
３２年

度
燃
費
基
準
以
上
達
成
車

」
を

「令
和
２
年
度
燃
費
基
準
以
上
達
成
車

」
に
改
め
、
同
表
中
「又

は

軽
油

」
を
削
る
。

次
の
附
則
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
要
綱
は
、
令
和
４
年
３
月
２
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
２
第
１
号
及
び
第
７
号
の
改
正
規
定
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
す
る
。
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